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地地
方方
分分
権権
のの
推推
進進
をを
強強
調調

首
相
が
施
政
方
針
演
説

昨
年
１２
月
１８
日
の
菅
義
偉
・
総

務
大
臣
と
尾
身
幸
次
・
財
務
大
臣

に
よ
る
「
平
成
１９
年
度
地
方
財
政

対
策
」
の
決
着
�
本
紙
１
６
３
８

号
に
掲
載
�
を
受
け
、
「
地
方
交

付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」
が
、
今
通
常
国
会
へ
近
日

中
に
提
出
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て

い
る
。

地
財
決
着
で
は
、
交
付
税
特
別

会
計
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、
民

間
金
融
機
関
か
ら
同
特
別
会
計
に

借
り
入
れ
た
債
務
５３
兆
円
に
つ
い

て
、
国
と
地
方
の
負
担
関
係
を
明

確
化
し
た
。

国
負
担
分
の
１９
兆
円
は
、
全
額

を
一
般
会
計
借
入
金
に
振
り
替

え
、
１９
年
度
か
ら
計
画
的
に
償

還
。
地
方
負
担
分
の
３４
兆
円
に
つ

い
て
は
、
１８
年
度
補
正
予
算
か
ら

償
還
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。そ

こ
で
地
方
交
付
税
法
改
正
法

案
で
は
、
交
付
税
特
会
の
借
入
金

減
額
を
１８
年
度
補
正
予
算
で
措
置

す
る
た
め
、
地
方
負
担
分
３４
兆
円

の
う
ち
５
３
０
０
億
円
を
償
還
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
「
地
方
公
共
団
体
公

営
企
業
金
融
機
構
法
案
（
仮

称
）
」
が
、
２
月
下
旬
に
提
出
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
（
主

な
内
閣
提
出
予
定
法
律
案
件
名
は

４
面
に
掲
載
）

同
金
融
機
構
に
つ
い
て
は
、
公

営
企
業
金
融
公
庫
が
平
成
２０
年
１０

月
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

そ
の
後
継
組
織
と
し
て
設
立
を
認

め
る
よ
う
、
全
国
市
議
会
議
長
会

（
会
長
�
国
松
誠
・
藤
沢
市
議
会

議
長
）
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
六

団
体
が
、
こ
れ
ま
で
に
求
め
て
き

た
経
緯
が
あ
る
。

こ
の
活
動
の
成
果
が
実
り
、
同

法
案
で
は
公
営
企
業
金
融
公
庫
が

廃
止
さ
れ
た
の
ち
の
、
新
た
な
金

融
機
構
の
設
立
に
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。な

お
、
同
法
案
提
出
に
先
立
ち

六
団
体
で
は
、
１
月
１９
日
に
「
地

方
公
共
団
体
公
営
企
業
金
融
機
構

（
仮
称
）
設
立
準
備
委
員
会
」
を

設
置
し
て
い
る
。
同
委
員
会
で

は
、
同
金
融
機
構
の
設
立
手
続
き

や
、
定
款
・
規
程
、
予
算
・
計
画
、

そ
の
他
業
務
実
施
に
当
た
っ
て
必

要
な
事
項
等
に
つ
い
て
検
討
。
必

要
に
応
じ
国
に
働
き
か
け
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
。

国
会
召
集
の
翌
２６
日
に
安
倍
晋

三
・
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
施
政

方
針
演
説
が
行
わ
れ
、
地
方
行
財

政
分
野
で
は
地
方
分
権
の
徹
底
的

な
推
進
を
強
調
し
た
。

な
か
で
も
「
新
地
方
分
権
一
括

法
案
」
の
３
年
以
内
の
国
会
提
出

に
向
け
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担

や
国
の
関
与
の
あ
り
方
の
見
直
し

を
行
っ
た
う
え
、
交
付
税
、
補
助

金
、
税
源
配
分
の
見
直
し
な
ど
に

つ
い
て
、
一
体
的
に
検
討
し
て
い

く
方
針
を
示
し
た
。

総
務
省
は
１
月
２２
日
、
同
省
内

で
全
国
都
道
府
県
総
務
部
長
会
議

を
開
き
、
「
財
務
課
長
内
か
ん
」

を
示
し
た
。

こ
の
内
か
ん
は
、
「
平
成
１９
年

度
地
方
財
政
計
画
」
の
閣
議
決
定

に
先
立
ち
、
地
方
財
政
対
策
の
概

要
や
、
現
段
階
に
お
け
る
地
方
財

政
の
見
通
し
、
予
算
編
成
に
お
け

る
留
意
点
な
ど
を
示
し
た
も
の
。

地
方
公
共
団
体
は
内
か
ん
が
示

さ
れ
る
こ
と
で
、
地
財
計
画
が
策

定
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

も
、
予
算
編
成
作
業
を
速
や
か
に

進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

今
回
の
内
か
ん
で
は
歳
入
に
つ

い
て
、
１９
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
地
方
税
が
、
１５
・
７
％
増
（
対

前
年
度
当
初
見
込
額
比
、
以
下
同

じ
）
の
４０
兆
３
７
２
８
億
円
に
な

る
と
提
示
し
た
。

ほ
か
地
方
譲
与
税
は
、
８１
・
０

％
減
の
７
０
９
１
億
円
。
所
得
税

か
ら
住
民
税
へ
の
３
兆
円
規
模
の

税
源
移
譲
に
伴
う
所
得
譲
与
税

（
１８
年
度
３
兆
９４
億
円
）
廃
止
に

よ
り
、
大
幅
な
減
と
な
っ
て
い
る
。

地
方
交
付
税
は
、
６
・
４
％
増

の
１４
兆
６
１
９
６
億
円
。し
か
し
、

実
際
に
地
方
公
共
団
体
へ
交
付
さ

れ
る
交
付
税
総
額
は
、
交
付
税
特

別
会
計
に
お
け
る
剰
余
金
等
や
前

年
度
か
ら
の
繰
越
分
を
加
算
し
、

同
特
別
会
計
借
入
金
の
償
還
額
や

利
子
支
払
額
を
減
額
す
る
た
め
、

４
・
４
％
減
の
１５
兆
２
０
２
７
億

円
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
給

与
関
係
経
費
の
一
層
の
抑
制
を
求

め
て
い
る
ほ
か
、
一
般
行
政
経
費

（
単
独
分
）
に
つ
い
て
極
力
縮
減

す
る
よ
う
求
め
た
う
え
で
、
０
・

９
％
減
の
１３
兆
３
５
０
０
億
円
を

計
上
。
公
債
費
に
つ
い
て
も
投
資

的
経
費
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
、
１

・
１
％
減
の
１３
兆
１
５
０
０
億
円

を
計
上
し
て
い
る
。

な
お
、
１９
年
度
の
地
方
財
政
収

支
の
見
通
し
に
よ
る
歳
入
歳
出
の

規
模
は
、
０
・
０
％
微
減
の
８３
兆

１
３
０
０
億
円
で
あ
る
。（
内
か
ん

は
２
月
中
に
全
市
へ
送
付
予
定
）
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通常国会
はじまる

交交
付付
税税
特特
会会
のの
健健
全全
化化
なな
どど

推推
進進

内
閣
提
出
予
定
９０
法
案
ま
と
ま
る

第
１
６
６
回
通
常
国
会
が
１
月
２５
日
に
召
集
さ
れ
た
。
内
閣
官
房

が
ま
と
め
た
「
内
閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要
旨
調
」
に
よ
る

と
、
今
国
会
へ
は
９０
本
の
法
律
案
と
５５
本
の
条
約
が
提
出
さ
れ
る
予

定
と
な
っ
て
い
る
。
会
期
は
６
月
２３
日
ま
で
の
１
５
０
日
間
。

一一
層層
のの
地地
方方
歳歳
出出
経経
費費
抑抑
制制
をを

総
務
省
が
内
か
ん
提
示

大竹 邦実

（１） 平成１９年２月５日 第１６４２号
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行

事

予

定

１
日
目
に
は
、
本
会
の
石
橋
茂

・
事
務
局
次
長
か
ら
開
会
の
あ
い

さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
、
２
人
の

講
師
に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

最
初
に
、
久
保
信
保
・
総
務
省

大
臣
官
房
総
括
審
議
官
が
「
地
方

行
財
政
の
当
面
の
諸
課
題
」
に
つ

い
て
講
演
。
「
地
方
分
権
改
革
推

進
法
」
が
昨
年
１２
月
に
成
立
す
る

ま
で
の
経
緯
や
、
同
法
の
概
要
な

ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え
で
、

今
後
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
が

明
確
に
な
り
、
地
方
公
共
団
体
の

自
主
性
や
自
立
性
が
よ
り
求
め
ら

れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
、

市
町
村
合
併
と
道
州
制
、
歳
入
歳

出
一
体
改
革
、
１９
年
度
の
地
方
財

政
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い

て
解
説
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
１９
年

度
か
ら
の
新
規
施
策
で
あ
る
「
頑

張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に

つ
い
て
、
今
後
、
全
国
で
懇
談
会

を
開
催
す
る
こ
と
な
ど
報
告
。
ま

た
、
「
国
と
地
方
で
力
を
合
わ
せ

て
行
革
に
取
り
組
み
た
い
」
と
地

方
議
会
へ
の
協
力
を
求
め
た
。

次
に
、
尾
崎
善
造
・
弘
前
市
議

会
事
務
局
長
が
「
議

会
事
務
局
職
員
と
し

て
の
歩
み
」
と
題
し

講
演
。
昨
年
２
月
に

弘
前
市
と
周
辺
町
村

が
新
設
合
併
を
し
た

際
に
仮
会
派
代
表
者

会
議
を
設
置
し
た
こ

と
や
、
議
員
全
員
に

よ
る
予
算
・
決
算
特

別
委
員
会
な
ど
、
同

氏
が
経
験
し
た
議
会

運
営
に
つ
い
て
紹
介

し
た
。
ま
た
、
政
務

調
査
費
に
関
す
る
住

民
訴
訟
な
ど
判
例
を

示
し
説
明
。
最
後
に
、

議
会
事
務
局
職
員
と
し
て
の
心
構

え
と
し
て
「
報
告
・
連
絡
・
相
談
が

重
要
」
と
結
ん
だ
。

２
日
目
に
は
、
最
初
に
、
宇
賀

克
也
・
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政

治
学
研
究
科
教
授
が
「
議
会
に
お

け
る
情
報
公
開
と
個
人
情
報
保

護
」
と
題
し
講
演
。
会
議
録
作
成

の
た
め
の
録
音
テ
ー
プ
や
、
予
算

執
行
関
係
文
書
、
会
派
文
書
な
ど

が
情
報
公
開
条
例
の
対
象
文
書
と

な
る
の
か
、
判
例
を
示
し
解
説
し

た
。
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て

は
、
「
必
要
の
な
い
個
人
情
報
は

保
有
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
取
得

の
制
限
を
強
調
し
、
議
会
図
書
館

入
室
記
録
等
も
氏
名
や
住
所
記
入

項
目
を
再
検
討
す
べ
き
と
指
摘
し

た
。
ま
た
、
議
案
や
議
事
録
、
請

願
・
陳
情
な
ど
に
つ
い
て
の
個
人

情
報
保
護
の
必
要
性
を
論
じ
た
。

次
に
、
小
沼
芳
朗
・
衆
議
院
記

録
部
速
記
監
督
が
「
国
会
（
衆
議

院
）
の
会
議
録
」
と
題
し
講
演
。

会
議
録
は
、
正
確
性
、
中
立
性
、

客
観
性
が
求
め
ら
れ
る
と
強
調
し

た
。
ま
た
、
会
議
録
の
修
文
に
つ

い
て
、
留
意
点
を
示
し
た
の
ち
、

「
し
か
る
べ
き
手
続
き
を
踏
ん
で

記
録
を
残
す
こ
と
が
重
要
」
と
述

べ
た
。
こ
の
ほ
か
、
参
加
者
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
応
答
。
衆
議

院
で
会
議
録
作
成
の
た
め
「
音
声

認
識
シ
ス
テ
ム
」
の
開
発
が
検
討

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
説
明
し

た
。（
研
修
会
の
講
演
録
は
後
日

全
市
に
送
付
予
定
）

▽
２
月
１３
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
役
員
会
（
午
前
１１
時
、

全
国
都
市
会
館
）・
総
会
（
午
後

１
時
半
、
同
）

▽
２
月
１４
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長

・
監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
前

１１
時
、
九
段
会
館
）・
理
事
会
（

午
後
１
時
、
同
）・
総
会
（
午
後

２
時
、
同
）

▽
２
月
１５
日

広
域
行
政
圏
市
議

会
協
議
会
�
正
副
会
長
・
監
事

・
相

談

役

会

議
（
午

前
１１
時

半
、
九
段
会
館
）
・
総
会
（
午

後

１
時
半
、
同
）

▽
２
月
１６
日

産
炭
地
域
振
興
協

議
会
�
実
行
委
員
会
（
正
午
、

全
国
都
市
会
館
）・
総
会
（
午
後

３
時
、
同
）

▽
２
月
１９
日

建
設
運
輸
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
、
全
国
都
市
会
館
）・
委
員
会

（
午
後
２
時
、
ル
ポ
ー
ル
麹
町
）

▽
２
月
２０
日

地
方
行
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
１

時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委
員

会
（
午
後
２
時
・
同
）

▽
２
月
２２
日

地
方
財
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委

員
会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
轟
正
満
・
長

野
市
議
会
議
長
）
は
１
月
３１
日
、

東
京
・
ル
ポ
ー
ル
麹
町
で
正
副
会

長
・
監
事
・
相
談
役
会
議
を
開
催

し
、
１８
年
度
の
要
望
運
動
結
果
に

つ
い
て
報
告
し
た
の
ち
、
今
後
の

運
営
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。

要
望
運
動
結
果
に
つ
い
て
は
、

高
金
利
の
病
院
事
業
債
に
対
し
、

１９
年
度
か
ら
政
府
資
金
の
繰
上
げ

償
還
が
可
能
と
な
る
こ
と
や
、
平

成
２０
年
の
公
営
企
業
金
融
公
庫
廃

止
後
に
新
た
な
組
織
が
設
立
さ
れ

る
こ
と
な
ど
事
務
局
か
ら
報
告
が

あ
っ
た
。

今
後
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
１０

月
に
「
第
３
回
地
域
医
療
政
策
セ

ミ
ナ
ー
」
を
開
催
す
る
こ
と
な
ど

を
協
議
し
、
了
承
さ
れ
た
。

当
日
は
厚
生
労
働
省
の
二
川
一

男
・
医
政
局
総
務
課
長
が
「
新
医

師
確
保
総
合
対
策
関
係
予
算
等
」

と
題
し
、
昨
年
８
月
に
関
係
省
が

策
定
し
た
「
新
医
師
確
保
総
合
対

策
」
に
基
づ
き
、
各
種
施
策
が
推

進
さ
れ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会
は
１
月
２５
・
２６
日
の
両
日
、
東
京
・
砂
防
会

館
で
、
「
第
５４
回
全
国
市
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会
」
を
開
催
し
た
。

全
国
の
市
議
会
事
務
局
の
職
員
約
４
５
０
人
が
出
席
す
る
な
か
、
地

方
行
財
政
の
諸
課
題
や
議
会
運
営
等
に
つ
い
て
、
４
人
の
講
師
が
講

演
し
た
。

今今
後後
のの
運運
営営
なな
どど
了了
承承

病
院
協
が
役
員
会

本会主催

議議
会会
のの
運運
営営
なな
どど

講講
演演

事
務
局
職
員
研
修
会
を
開
催

会議のもよう

研
修
会
の
も
よ
う
。
講
師
は
尾
崎

・
弘
前
市
議
会
事
務
局
長
�
２５
日

第１６４２号 平成１９年２月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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前
号
に
引
き
続
き
、
本
会
が
平
成
１７
年
１２
月
３１
日
現
在
の
全
国
７

７
８
市
（
東
京
都
２３
区
を
含
む
）
を
対
象
に
実
施
し
た
「
市
議
会
の

活
動
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
」
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

◆
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

全
国
７
７
８
市
の
う
ち
、
本
会

議
の
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
で

は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
」

が
４
７
２
市
で
６０
・
６
％
（
全
市

に
対
す
る
割
合
、
以
下
同
じ
）
、

「
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
検
索
」
が
２
７
３

市
で
３５
・
０
％
と
な
っ
て
い
る
。

同
じ
く
委
員
会
の
会
議
録
で
は
、

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
」
が
１

４
３
市
で
１８
・
３
％
、
「
庁
内
Ｌ

Ａ
Ｎ
検
索
」
が
９７
市
で
１２
・
４
％

と
な
っ
て
い
る
。

◆
個
人
質
問
に
お
け
る
対
面
式
の

導
入
状
況

個
人
質
問
で
は
、
「
初
回
は
演

壇
、
再
質
問
以
降
は
自
席
か
ら
質

問
」
で
３
９
１
市
の
５０
・
２
％
で

最
多
。
次
い
で
「
す
べ
て
演
壇
か

ら
質
問
」
が
１
３
９
市
で
１７
・
８

％
、
「
初
回
は
演
壇
、
再
質
問
以

降
は
質
問
席
か
ら
質
問
」
が
１
０

２
市
で
１３
・
１
％
の
順
と
な
っ
て

い
る
。
一
方
、
個
人
質
問
を
実
施

し
て
い
な
い
の
は
、
１０
市
で
１
・

２
％
で
あ
る
�
表
１
。

◆
代
表
質
問
に
お
け
る
対
面
式
の

導
入
状
況

代
表
質
問
で
は
、
「
初
回
は
演

壇
、
２
回
目
以
降
は
自
席
か
ら
質

問
」
で
１
７
３
市
の
２２
・
２
％
で

最
多
。
次
い
で
「
す
べ
て
演
壇
か

ら
質
問
」
が
９２
市
で
１１
・
８
％
、

「
初
回
は
演
壇
、
２
回
目
以
降
は

質
問
席
か
ら
質
問
」
が
３６
市
で
４

・
６
％
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

代
表
質
問
を
実
施
し
て
い
な
い
の

は
、
４
４
３
市
で
５６
・
９
％
で
あ

る
。

◆
一
問
一
答
制
の
導
入
状
況

個
人
質
問
で
一
問
一
答
制
を
導

入
し
て
い
る
の
は
、
２
２
２
市
で

２８
・
５
％
。
う
ち
「
再
質
問
か
ら

の
導
入
」
が
１
３
６
市
、
「
初
回

の
質
問
か
ら
導
入
」
が
８６
市
。
代

表
質
問
で
導
入
し
て
い
る
の
は
、

４２
市
で
５
・
３
％
。
う
ち
「
再
質

問
か
ら
導
入
」
が
３１
市
、
「
初
回

の
質
問
か
ら
導
入
」
が
１１
市
と
な

っ
て
い
る
�
表
２
。

◆
個
人
・
代
表
質
問
に
お
け
る
質

問
回
数
・
時
間
の
制
限

個
人
質
問
で
質
問
回
数
を
制
限

し
て
い
る
の
は
、
４
９
４
市
で
６３

・
４
％
、
時
間
を
制
限
し
て
い
る

の
は
２
５
６
市
で
３２
・
９
％
。
代

表
質
問
で
質
問
回
数
を
制
限
し
て

い
る
の
は
、
２
４
８
市
で
３１
・
８

％
、
時
間
を
制
限
し
て
い
る
の
は

７６
市

で
９
・
７
％
と

な

っ

て

い

る
。

◆
議
長
の
選
出
方
法
、
任
期

議
長
の
立
候
補
制
を
導
入
し
て

い
る
の
は
、
１
０
２
市
で
１３
・
１

％
。
ま
た
、
前
議
長
の
任
期
に
つ

い
て
申
し
合
わ
せ
が
あ
っ
た
の
は

３
８
０
市

で
、
全

市

の
４８
・
８

％
。
う
ち
任
期
で
は
「
１
年
以
上

２
年
未
満
」
と
し
て
い
る
の
が
最

も
多
く
１
７
２
市
で
、
申
し
合
わ

せ
の
あ
っ
た
市
の
４５
・
２
％
を
占

め
て
い
る
。
な
お
、
任
期
を
「
４

年
」
と
し
て
い
る
の
は
１１
市
で
２

・
８
％
。

◆
市
町
村
合
併

１７
年
１２
月
３１
日
現
在
、
法
定
合

併
協
議
会
に
参
加
し
て
い
る
の

は
、
１
３
３
市
で
全
市
の
１７
・
０

％
。
う
ち
合
併
に
つ
い
て
の
事
前

協
議
で
議
会
・
議
員
の
関
与
状
況

は
、
「
特
別
委
員
会
を
開
催
」
が

最
も
多
く
９６
市
で
７２
・
１
％
（
法

定
協
議
会
に
参
加
し
て
い
る
市
に

占
め
る
割
合
、
以
下
同
じ
）
。
次

い
で
「
全
員
協
議
会
を
開
催
」
が

７９
市
で
５９
・
３
％
、「
議
員
懇
談
会

を
開
催
」
が
２８
市
で
２１
・
０
％
な

ど
と
な
っ
て
い
る
。（
複
数
回
答
）

◆
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
）

議
会
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開

設
し
て
い
る
の
は
７
２
８
市
で

全
市
の
９３
・
５
％
。
掲
載
内
容

で
は
「
議
員
名
簿
」
が
６
６
８

市
で
９１
・
７
％
（
開
設
市
に
占

め
る
割
合
、
以
下
同
じ
）
、
「
議

会
の
し
く
み
、
構
成
、
概
要
」
が

６
５
７
市
で
９０
・
２
％
、
「
会

議
日
程
」
が
６
５
２
市
で
８９
・

５
％
な
ど
と
な
る
。

◆
会
派
の
採
用
状
況

議
会
で
「
会
派
制
」
を
採
用
し

て
い
る
の
は
６
７
７
市
で
、
全

市

の
８７
・
０
％
を

占

め

て

い

る
。
（
調
査
結
果
は
本
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
な
ど

本会調査

１１７７
年年
中中

市市
議議
会会
活活
動動
実実
態態
・・
概概
要要
�

〈表１〉個人質問における対面式の導入状況 平成１７年１２月３１日現在

個人質問
を実施し
ていない

１市
０．４％
２市
０．７％
２市
１．３％
０市
０％
０市
０％
０市
０％
０市
０％
５市

３５．７％
１０市
１．２％

その他

９市
３．７％
８市
３．０％
７市
４．５％
２市
４．５％
２市
６．６％
１市
４．７％
０市
０％
０市
０％
２９市
３．７％

初回は演
壇、再質
問以降は
質問席か
ら質問

４２市
１７．５％
３８市

１４．６％
１５市
９．８％
３市
６．８％
２市
６．６％
１市
４．７％
１市
５．８％
０市
０％
１０２市
１３．１％

初回は演
壇、再質
問以降は
自席から
質問

１１６市
４８．３％
１３５市
５２．１％
８２市

５３．５％
２３市

５２．２％
１６市

５３．３％
９市

４２．８％
４市

２３．５％
６市

４２．８％
３９１市
５０．２％

すべて
質問席か
ら質問

３６市
１５．０％
３０市

１１．５％
１８市

１１．７％
５市

１１．３％
２市
６．６％
１市
４．７％
２市

１１．７％
０市
０％
９４市

１２．０％

すべて
自席から
質問

７市
２．９％
３市
１．１％
２市
１．３％
０市
０％
０市
０％
０市
０％
０市
０％
１市
７．１％
１３市
１．６％

すべて
演壇から
質問

２９市
１２．０％
４３市

１６．６％
２７市

１７．６％
１１市

２５．０％
８市

２６．６％
９市

４２．８％
１０市

５８．８％
２市

１４．２％
１３９市
１７．８％

人口段階

５万未満
（２４０市）
５～１０万
（２５９市）
１０～２０万
（１５３市）
２０～３０万
（４４市）
３０～４０万
（３０市）
４０～５０万
（２１市）
５０万以上
（１７市）
指定都市
（１４市）

全市
（７７８市）

〈表２〉一問一答制の導入状況 平成１７年１２月３１日現在

代表質問

再質問から
導入

７市
２．９％

１５市
５．７％

５市
３．２％

３市
６．８％

０市
０％

１市
４．７％

０市
０％

０市
０％

３１市
３．９％

初回の質問
から導入

３市
１．２％

６市
２．３％

２市
１．３％

０市
０％

０市
０％

０市
０％

０市
０％

０市
０％

１１市
１．４％

個人質問

再質問から
導入

５１市
２１．２％

５５市
２１．２％

２２市
１４．３％

６市
１３．６％

０市
０％

２市
９．５％

０市
０％

０市
０％

１３６市
１７．４％

初回の質問
から導入

３６市
１５．０％

３１市
１１．９％

１０市
６．５％

４市
９．０％

２市
６．６％

１市
４．７％

１市
５．８％

１市
７．１％

８６市
１１．０％

人口段階

５万未満
（２４０市）

５～１０万
（２５９市）

１０～２０万
（１５３市）

２０～３０万
（４４市）

３０～４０万
（３０市）

４０～５０万
（２１市）

５０万以上
（１７市）

指定都市
（１４市）

全市
（７７８市）

（３） 平成１９年２月５日 第１６４２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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議議

会会

人人

事事

▼
議
長

▽
桑
名

川
口
拓
夫
（
１２
・
１２
）

▽
渋
谷

齋
藤
一
夫
（
１２
・
２７
）

▽
鹿
児
島小

森
こ
う
ぶ
ん
（
１２
・
２７
）

▽
輪
島

大
畑

豊
（
１２
・
３１
）

▽
笠
間

石
�
勝
三
（
１
・
５
）

▽
本
宮

高
松
義
行
（
１
・
１０
）

▽
十
和
田

沢
目
正
俊
（
１
・
１２
）

▽
八
千
代

横
山
博
美
（
１
・
１７
）

▽
香
取

木
内

誠
（
１
・
１９
）

▽
竹
田

古
井
久
和
（
１
・
２２
）

▼
副
議
長

▽
桑
名

小
林

悟
（
１２
・
１２
）

▽
渋
谷

古
川
斗
記
男
（
１２
・
２８
）

▽
笠
間

萩
原
瑞
子
（
１
・
５
）

▽
本
宮

根
本
善
裕
（
１
・
１０
）

▽
十
和
田

櫻
田
博
幸
（
１
・
１２
）

▽
八
千
代

江
端
芙
美
江（
１
・
１７
）

▽
香
取

林

幸
安
（
１
・
１９
）

▼
事
務
局
長

▽
本
宮

立
川
盛
男
（
１
・
１０
）

内
閣
官
房
は
１
月
２５
日
、
第
１

６
６
回
通
常
国
会
に
お
け
る
「
内

閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要

旨
調
」
を
ま
と
め
た
。

法
律
案
総
件
数
は
９０
件
。
う

ち
、
自
治
体
に
関
係
す
る
主
な
も

の
を
掲
載（
※
印
は
予
算
関
連
）。

【
内
閣
官
房
】

○
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

【
内
閣
府
】

○
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
改
革
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

【
総
務
省
】

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

○
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
※

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経

費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
※

○
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

○
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

○
地
方
公
共
団
体
公
営
企
業
金
融

機
構
法
案
（
仮
称
）

○
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

○
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

○
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

【
財
務
省
】

○
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

【
厚
生
労
働
省
】

○
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開

発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
※

○
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等

を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
仮
称
）

【
農
林
水
産
省
】

○
農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の

定
住
等
及
び
地
域
間
交
流
の
促
進

に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
※

○
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
後
進
地

域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に

係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
仮
称
）
※

【
経
済
産
業
省
】

○
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資

源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進

に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
※

○
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地

域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及

び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
案
（
仮

称
）
※

【
国
土
交
通
省
】

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び

再
生
に
関
す
る
法

律
案
（
仮
称
）
※

○
広
域
的
地
域
活

性
化
の
た
め
の
基

盤
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
仮

称
）
※

【
環
境
省
】

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

○
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素

酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定

地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

【
防
衛
省
】

○
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実

施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
仮

称
）
※

１
月
２９
日
、
福
岡
県
の
瀬
高

町
、
山
川
町
、
高
田
町
が
合
併
し
、

み
や
ま
市
が
誕
生
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
全
国
の
市
数

は
、
８
０
４
市
と
な
っ
た
。

﹇
み
や
ま
市
の
概
要
﹈

▽
合
併
関
係
市
町
村

瀬
高
町
、
山
川
町
、
高
田
町

▽
人
口
約
４
万
３
７
０
０
人

▽
面
積
１
０
５
・
１２
平
方
�

▽
議
員
定
数
４４
人
（
在
任
特
例
）

２
０
０
６
年
秋
、
ら
ら
ぽ
ー
と

豊
洲
に
子
ど
も
が
遊
び
な
が
ら
職

業
体
験
が
で
き
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク

「
キ
ッ
ザ
ニ
ア
東
京
」
が
オ
ー
プ

ン
し
た
。
病
院
、
銀
行
、
警
察
署
、

菓
子
工
場
な
ど
、
実
際
の
約
３
分

の
２
の
サ
イ
ズ
で
作
ら
れ
た
本
物

そ
っ
く
り
の
お
店
や
施
設
で
体
験

で
き
る
仕
事
は
ざ
っ
と
７０
種
類
。

仕
事
を
す
る
と
報
酬
と
し
て
専

用
貨
幣
が
も
ら
え
、
パ
ー
ク
内
で

買
い
物
な
ど
が
で
き
る
。

人
気
が
あ
る
の
は
作
っ
た
も
の

が
食
べ
ら
れ
る
フ
ー
ド
シ
ョ
ッ

プ
。
ピ
ザ
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
手
洗

い
や
身
支
度
な
ど
衛
生
管
理
を
し

っ
か
り
学
ん
だ
後
、
実
際
に
生
地

を
伸
ば
し
、
ソ
ー
ス
を
塗
り
、
具

を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
ピ
ザ
を
焼
き

上
げ
る
。
ま
た
消
防
署
で
は
、
消

防
士
と
し
て
、
突
然
入
っ
て
く
る

火
災
の
知
ら
せ
に
防
火
服
に
着
替

え
て
出
動
、
煙
の
上
が
る
リ
ア
ル

な
現
場
で
消
火
活
動
を
行
う
。

対
象
年
齢
は
２
歳
〜
１５
歳
。
親

は
子
ど
も
の
自
立
心
を
養
う
た
め

付
き
添
え
ず
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
パ

ビ
リ
オ
ン
の
外
か
ら
見
学
す
る
か

専
用
の
フ
ロ
ン
ト
で
待
つ
。

遊
び
な
が
ら
社
会
の
ル
ー
ル
や

経
済
の
し
く
み
を
学
ぶ
キ
ッ
ザ
ニ

ア
。
生
誕
地
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
で

は
学
校
の
課
外
事
業
と
し
て
も
活

用
さ
れ
て
い
る
。

２月５日現在の市数
８０４市

うち
指定都市 １５市
中核市 ３７市
特例市 ３９市
一般市 ６９０市
特別区 ２３区

キ
ッ
ザ
ニ
ア
東
京

子
ど
も
の
た
め
の
お
仕
事
体
験
タ
ウ
ン

１
月
２９
日

福福
岡岡
県県

みみ
やや
まま
市市
がが
誕誕
生生

時の話題

第第１１６６６６回回
通通常常国国会会

内内
閣閣
提提
出出
予予
定定
法法
律律
案案

――
内内
閣閣
官官
房房（（
１１９９
年年
１１
月月
２２５５
日日
現現
在在
））
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